
【場所】大阪市中央区役所 7 階　

【HP】 https://chuoku-machisen.jimdo.com/　　【Facebook】https://www.facebook.com/chuouku.machisen

【開館日時】月曜日・木曜日の 13：00 ～ 17：30

【TEL】 06(4708)8183  06(4708)8183  【FAX】 06(4708)8184　【E-mail】　chuoku-suportoffice@sweet.ocn.ne.jp

※開設時間以外もお電話いただけたら、折り返しご連絡いたします。

事業報告書・収支決算書（右側への記入）

領収書の写し

チラシ・ポスターなどの周知資料や配布資料

効果測定確認資料
（アンケート様式と集計表等） 

活動を示す写真

その他（事務員出勤簿・活動日誌など）

会議議事録・監査報告書類の写し

財産目録・備品管理台帳の写し

〈監査実施後速やかに〉〈監査実施後速やかに〉



地域活動協議会名義あての領収書
（「上様」や個人名、他団体名義のものは ×、ゴム印は ×）

日付は、事業開始日から事業終了日まで

但し書きには必ず内容を記載
（「○○事業用」と書かれることは、通常ありえません）

( 印鑑がなくても、店舗名、会社名があれば可 )

5 万円以上（税抜）の場合、収入印紙が必要です

・  領収書やレシートで内訳（何をいくらで何個購入したか）が、分からない場合は、

を記入してください。

・  単価の根拠が必要ですので、内訳欄に容量（●枚入り、●個入り、●グラム入り等）の記入をしてください。

・  内訳の内容が分かるので、領収書の他にレシートや してくだ

さい。 してください。

・  明細などをメモする場合は、レシートの裏面や別紙に記載し、領収書貼付台帳に記入してください。

・ 決算は、事業終了後にできるだけ早く（単発事業は２ヵ月以内、通年事

業は定期的に）とりまとめることをオススメします。

・ 年度末の負担軽減や予算の流用など補助金をより有効に活用するため

に、中間決算を行いましょう。

〈監査実施後速やかに〉

令和5年度 

令和5年度 

＠８６４

＠８６４



 
 

〈令和 5年度 各経費項目別注意点〉 
 

 経費区分 活動費補助 運営費補助 

1 報酬  事務員への報酬のうち、1人 1 時間あたり大阪府最

低賃金以内の経費（雇用、有償ボランティア等形態

は問わない） 

2 報償費 講師謝礼等（謝礼金の基準は大阪市の講師に係る謝

礼金の取り扱い基準を準用）。ただし、地域活動協議

会の役員及び運営委員に対する謝礼を除く。 

 

講師謝礼等（謝礼金の基準は大阪市の講師に係る謝

礼金の取り扱い基準を準用） 

3 啓発 

物品等 

啓発物品、参加賞等 

（1人 300円（税抜）まで。ただし、配布することで活

動実施に係る効果が向上するなどの必要性が認められ

るものに限る。300円（税抜）を超えても、500円程度

のまでは、300円（税抜）は補助対象となります。） 

 

4 備品 

購入費 

複数年にわたり使用することが見込まれ、リース等

によらず備品を購入したほうが、効率的であると認

められているものの購入経費等（5 万円以上） 

設置場所が老人憩いの家、地域集会所なのかによっ

て、全額補助対象とすることができない場合があり

ます。（地域集会所で使用する備品は認められませ

ん。） 

 

机、椅子、パソコン、文書保管庫等購入経費等（た

だし、5 万円以上のものとする） 

会館全体に係る備品のうち事務室設置の備品のみ

補助対象となります。 

5 図書 

購入費 

概ね 5,000 円を超える参考図書購入経費。 

ただし、週刊、月刊、年間の図書を除く。 

 ※備品管理台帳での、管理をお願いします。 

 

【日誌の記入例】 

 会計処理事務 

（会計簿、収入支出金の入金、支払い事務、会計書類のとりまとめ、予算・決算資料の作成） 

 地活協会議等の資料作成事務（役員会、定例会、理事会、総会等の資料作成及び準備） 

 広報等の事務 

（回覧板、チラシ、ポスター、広報紙等の作成及び配布、掲示版への掲出、ホームページ、

ブログ資料の作成、掲載作業等） 

 役員等への連絡及び打合せ、地域・団体からの問いあわせ対応 

 老人憩いの家の管理（そうじ、備品整理など） 

 

※ 各事業のお手伝い、準備、片付け、チラシ・ポスター作成は認められません。 

※ 最低賃金 1,023 円（～2023 年 9 月 30 日）、1,064 円（2023 年 10 月 1 日～） 

※ 6 時間以上勤務される場合は休憩時間も記入してください 

2023.10.1更新 

 

 

 

参加賞は 1人 1 回、300 円（税抜）が、  

補助対象となります。 

参加賞は不特定多数の参加者を集める目的

等、配布する必要性が認められる場合に限

られます。単なる物品配布は対象外です。 

 ※内訳を記入してください。（例：○月○日、○時～○時、＠単価×時間×人数） 

※役員及び運営委員には、講師謝金の支払いはできません。 



 

6 食糧費 会議の際の茶菓代、事業実施に伴う最小限の弁当代、

茶菓代。 

茶菓代は 1人 1 回あたり 160 円（税抜）までとする。 

弁当代は 1人 1 食あたり 800 円（税抜）までとする。 

会議用、接待用の茶菓代。 

1人 1 回あたり 160 円（税抜）までとする。 

7 委託料 

 

事業実施に伴う委託料。 

例：会場設営を委託した時の経費、アトラクションを

委託した時の経費。ただし、事業全体を委託する場合

を除く。 

 

 

 

運営事務に伴う委託料 

8 その他 

経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料、文書、チラシ、パンフレット、冊子等の印刷

経費、コピー代。 

 

 

 

・事業実施に必要な材料費、文房具等事務用品購入経

費等。概ね一年以内に消耗するもの。 

・一個または一組の価格が５万円未満のもの。 

・概ね 5,000円未満の参考図書購入経費。 

・事業実施に伴う燃料代。 

・郵便料金、電話代、運送費等。 

・市内交通費、市外への旅費、費用弁償等。 

・ゴミ処理手数料、クリーニング代等 

・事業実施に必要な講習会等への参加費。 

 ただし、諸団体の会員として支払う会費は除く。 

・他団体と共同で実施する事業の負担分。 

・備品等の修繕費用等。 

・会場使用料レンタカー事務用機器類のリース料等。 

 

 
 

・事業実施に伴う電気、ガス、水道代。 

・事業実施に伴う保険料。 

・その他、補助対象経費と 

することが適当と市長が 

認める経費。 

・会議用文書、地域内新聞、パンフレット等の印刷

経費等、コピー代。 

・コピー用紙、プリンタインク、文房具等事務用品、

概ね 5,000 円未満の参考図書購入経費。 

コンピューターソフト、CD、DVD 等他の機器にセ

ットすることによって機能する物品で、備品とし

て管理することが困難なもの（ただし、５万円未

満とする）。 

・郵便料金、電話代、運送費等。 

・市内交通費、市外への旅費、費用弁償等。 

・不動産登記手数料、証明書発行手数料等。 

・講習会等の参加会費。 

・備品等の修繕費用等。 

・事務所経費等、地域活動協議会の運営に係る会議

等に使用するための会場使用料等。 

・事務所維持運営に伴う電気、ガス、水道代等。 

・各種保険料等。 

※地域集会所の火災保険料などは、光熱水費と同様

に按分が必要となります。 

・収入印紙代等。 

・その他、補助対象経費とすることが適当と市長が

認める経費。 

 

 

 食糧費は、原則スタッフ用（会議・事業

実施に必要なもの）のみ補助対象です。 

 「食事サービス」、「ふれあい喫茶」など、

飲食の機会を交流や安否確認の場とし

ている場合に限り、参加者用が補助対象

となります。 

※熱中症対策用の飲料は、最低限必要な場

合のみ補助対象となります。 

 

研修事業等で、バスを利用される際、補助対象にできないものが混ざっている可能性が

あります。必ず、明細をもらい、各経費区分に振り分けてください。 

●バス代･通行料･駐車料、保険、入場料（事業内容にふさわしい時のみ）→その他経費

●添乗費･乗務員費→委託料  ●食糧費→お弁当（原則×）●アルコール類→× 

 

 

会場使用料は、使用日、時間、単価の記載をお願いします。 

例：＠単価×●時間、（●月●日●時～●時まで） 

 

 

 

印刷代は、１枚あたりの金額（＠単価×●●枚） 

用途（例：チラシ・ポスター、アンケート用）の

記載をお願いします。 

 コロナ禍でも安心して活動が再開できるよう事業実施に必要なアル

コール消毒液、マスク、除菌シート、アクリル板、その他市長が認め

るものは、補助率 100％とすることができます。 

※ ただし、災害時備蓄や参加者に配付するものは含まれません。 

 食材についても、1 人 1 回あたり茶菓子代 160 円（税

抜）、弁当代 800 円（税抜）が補助対象となります。 

(例)お弁当＋お味噌汁等の副食材／800 円（税抜） 

  お菓子＋コーヒー豆等の食材／160 円（税抜） 
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